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I．ブラジル E．商標 

 

E．商標 

１ 産業財産権制度の枠組 

１．１ 保護対象 

（１）商標の定義 

第 122 条 

視覚的に認識することができる標識であって，識別性を有するものは，法的に禁止さ

れていない限り，標章登録を受けることができる。 

 

（２）商標の種別 

 商標108には大きく 3 つの種別があり、産業財産法第 123 条に規定されている。 

まず一般的な商標としては、製品に使用される商標(Trademark)と役務(サービス)

に使用される商標(Service Mark)がある。 

次に製品又は役務が、品質、特性などに関して一定の基準を満たすことを証明する

証明商標がある。 

最後に一定の団体の構成員によって提供される製品又は役務を識別するために使

用される商標として団体商標がある。 

 

第 123 条 

本法の適用上，次に掲げる定義が適用される。 

(I) 製品標章又はサービスマーク：ある製品又はサービスを，出所は異なるが，同一，

類似又は同種である別の製品又はサービスから識別するために使用される標章 

(II) 証明標章：ある製品又はサービスが，品質，特性，使用した原料及び方法等に関

し，一定の技術的基準又は規格と合致していることを証明するために使用される標章 

(III) 団体標章：一定の団体の構成員によって提供される製品又はサービスを識別す

るために使用される標章 

 

（３）不登録事由 

 産業財産法第 122 条の商標の登録要件を満たさない場合、実体審査を通じて、不登

録とされる。また、第 124 条に該当する場合も不登録となる。 

 

第 124 条 

次に掲げるものは，標章としての登録を受けることができない。 

(I) ブラジル，外国又は国際機関の公の盾，紋章，メダル，旗章，記章，記念物，又

はそれらの名称，図形若しくは模造 

                                            
108 引用した特許庁のブラジル産業財産法では、「標章」という表現が用いられているが、本調査では

「商標」とする。 
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(II) 単独の形での文字，数字及び日付。ただし，十分に識別的形状を具えているもの

を除く。 

(III) 語句，形象又は図形その他の標識であって，道徳若しくは品位の基準に反する

か，又は他人の名誉若しくは印象を害するか，又は良心，信条，信仰の自由若しくは

尊敬及び崇拝に値する思想及び感情を損なうもの 

(IV) 公共の団体又は機関の名称又はイニシャルであって，当該団体又は機関それ自

体によって登録申請がされていないもの 

(V) 第三者に属する組織又は企業の名称に係わる特徴的又は識別的要素の複製又は

模造であって，その識別的標識との誤認又は混同を生じさせる虞があるもの 

(VI) 識別の対象とする製品又はサービスに関連する，一般的な，必然的な，共通の，

通常の，若しくは単に説明的性格の標識，又は製品若しくはサービスについて，その

性質，原産国，重量，価格，品質及び製品の生産若しくはサービス提供の時期に係わ

る特徴を示すために通常使用される標識。ただし，十分に識別的形状を具えているも

のを除く。 

(VII) 単に宣伝手段としてのみ用いられる標識又は文言 

(VIII) 色彩及びその名称。ただし，独特でかつ識別的方法により配置又は結合されて

いるものを除く。 

(IX) 地理的表示若しくは混同を生じさせる虞があるその模造，又は地理的表示である

と誤認させる虞がある標識 

(X) 標章の使用対象である製品又はサービスに関し，その原産地，出所，性質，品質

又は用途について，虚偽の表示となる標識 

(XI) 何れかの種類又は性質の基準を保証するために正規に使用される公の印章の複

製又は模造 

(XII) 第 154 条の規定に従って第三者が団体標章又は証明標章として登録している

標識の複製又は模造 

(XIII) 公の又は公に認められた運動，芸術，文化，社会，政治，経済又は技術に係る

行事の名称，賞牌又は表象，及びその模造であって，誤認を生じさせる虞があるもの。

ただし，その行事を推進する管轄の機関又は団体の許可を得ている場合を除く。 

(XIV) 連邦，州，連邦区，地方自治区，自治体又は外国の権利書，保険証書，硬貨及

び紙幣の複製又は模造 

(XV) 第三者の個人名若しくはその署名，姓，父称の名又は肖像。ただし，その所有

者，相続人又は承継人の同意を得ている場合を除く。 

(XVI) 著名な雅号又は愛称，個人又は団体の芸術上の名称。ただし，その所有者，相

続人又は承継人の同意を得ている場合を除く。 

(XVII) 文学，芸術又は科学の著作物，並びにその題名であって，著作権によって保

護されており，かつ，混同又は関連の虞があるもの。ただし，それに係わる著作者又

は権利所有者の承諾を得ている場合を除く。 
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(XVIII) 識別対象とする製品又はサービスに関連する産業，科学及び技術において使

用されている技術用語 

(XIX) 同一，類似又は同種の製品又はサービスを識別若しくは証明するために他人が

登録している標章の全部又は一部，更に付加があればそれを含めて複製若しくは模造

したものであって，他人の標章と混同又は関連を生じさせる虞があるもの。 

(XX) 同一所有者が同一の製品又はサービスに関して有する二重標章。ただし，同じ

種類の標章の場合，識別することができる形状を具えているときを除く。 

(XXI) 製品若しくは包装に係わる必然的な，共通の若しくは通常の形状，又は技術的

効果の観点から不可欠な形状 

(XXII) 他人の意匠登録によって保護されている対象 

(XXIII) 出願人が事業活動上当然に知っている筈の標章であり，かつ，ブラジル国内

又はブラジルが条約を締結しているか若しくは相互主義の待遇を保証している国に

本拠又は住所を有する者の所有に係わるものの全部又は一部を模造し又は複製した

標識。ただし，この規定は，その標章が，同一，類似又は同種の製品又はサービスを

識別するためのものであり，前記他人の標章との間で混同又は関連を生じさせる虞が

あることを条件とする。 

 

１．２ 登録要件 

（１）出願人 

第 128 条 

自然人，又は公法若しくは私法に基づく法人は，標章登録出願をすることができる。 

(1) 私法に基づく法人は，当該法人が直接に，又は直接若しくは間接に支配している

会社を通じて，現実かつ適法に携わっている事業に関連する標章に限り，登録出願を

することができ，出願に際しては，その事情を願書に記載しなければならない。記載

しなかったときは，法律上の処罰が科せられる。 

(2) 団体標章については，団体を代表する法人であって，その構成員とは異なる活動

に携わることができるものに限り，その登録出願をすることができる。 

(3) 証明標章については，証明の対象とする製品又はサービスに直接の商業的又は工

業的利害関係を有していない法人に限り，その登録出願をすることができる。 

(4) 優先権の主張は，出願において本編の規定の適用を免除するものではない。 

 

（２）出願の要件 

第 155 条 

出願は，識別性を有する 1 の標識に係わるものでなければならず，また，INPI が定

めた条件に従い，次に掲げるものを含んでいなければならない。 

(I) 願書 

(II) 該当する場合は複製，及び 

(III) 出願手数料の納付証明書 
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補項 願書及びその添付書類は，ポルトガル語で提出しなければならない。外国語に

よる書類があるときは，その自由翻訳文を，出願時又はその後の 60 日以内に提出し

なければならない。提出がないときは，その書類は考慮されない。 

 

１．３ 権利期間 

商標の権利の保護期間は登録日から 10 年であり、10 年ごとに更新することができ

る。延長申請の際には、登録存続期間の最終年度内に、手数料を納め、納付証明書を

添付して、申請書を提出する。 

 

第 133 条 

商標登録は，登録の付与日から 10 年の期間効力を有するものとし，連続する同一の

期間ずつ延長を受けることができる。 

(1) 延長申請は，登録存続期間の最終年度中に，手数料の納付証明書を添付して行わ

なければならない。 

(2) 登録存続期間が満了するまでに延長申請をしなかった場合は，商標所有者は，追

加手数料を納付して，その後の 6 月内に延長申請をすることができる。 

(3) 第 128 条の規定が遵守されていないときは，延長は承認されない。 

 

１．４ 権利の効力範囲 

（１）商標の排他的使用 

第 129 条 

標章の所有権は，本法の規定による有効な登録をすることによって取得され，団体標

章及び証明標章に関しては第 147 条及び第 148 条の規定に従った所有者には，国内

全域における排他的使用が保証される。 

(1) 優先日又は出願日に，ブラジル国内において少なくとも 6 月間，同一，類似又は

同種の商品又はサービスを識別又は証明するために，同一又は類似の標章を善意で使

用していた者は，登録についての優先の権利を有するものとする。 

(2) 当該優先の権利は，標章の使用に直接に関連している事業若しくは会社又はその

一部と共にする場合にのみ，譲渡又はリースにより，移転することができる。 

 

（２）権利の範囲 

第 130 条 

標章についての登録所有者又は出願人は，次に掲げる事項についての権利も保有す

る。 

(I) 自己の登録又は登録出願を移転させること 

(II) 標章のライセンスを許諾すること 

(III) 標章の本質的な信頼性又は名声を守ること 
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第 131 条 

本法によって与えられる保護は，標章所有者の事業活動に係わる文書，印刷物，広告

及び書類への標章の使用にも及ぶものとする。 

 

第 132 条 

標章所有者は，次に掲げる行為をしてはならない。 

(I) 商人又は販売業者が，製品の販売又はその促進のために，識別性を有するその者

自身の標識を製品の標章と共に使用することを阻止すること 

(II) 付属部品の製造業者が，製品の用途を表示するために標章を使用することを妨げ

ること。 

ただし，この規定は，製造業者が公正な競争慣行に従うことを条件とする。 

(III) 第 68 条(3)及び(4)の規定を除いて，標章の所有者により又はその同意を得た他

人により国内市場に出された製品について，その自由な流通を妨げること 

(IV) 講演，学術若しくは文芸的作品，又はその他の出版物において，標章に言及す

るのを妨げること。ただし，この規定は，前記の言及が商業的な含意なしに，かつ，

標章の識別性を害することなく行われることを条件とする。 

 

１．５ 使用分類 

（１）ニース分類 

ブラジルは商品・サービス区分の国際分類に関するニース協定に加盟していないが、

2000 年 1 月 3 日に施行された政令 150 号(Ato Normativo 150/1999)において、ニー

ス分類を利用することを定めている。この政令は 2013 年 3 月 18 日に施行された決

議 34/2013(Resolução PR nº 34/2013)で継続されている109。 

 

（２）ウィーン分類 

図形商標の国際分類に関しても、ブラジルはウィーン協定に加盟していないが、

2000 年 1 月 3 日に施行された政令 151 号(Ato Normativo 151/1999)において、ウィ

ーン分類を利用することを定めており、この政令は 2013 年 3 月 18 日に施行された

決議 35/2013(Resolução PR nº 35/2013)で継続されている110。 

 

１．６ 出願日認定要件 

 方式審査で不備がないと認められた場合、提出した日が出願日とみなされる。方式

審査で書類の不備など第 155 条に定められた出願の要件に合致しないと判断された

場合、INPI から補正指令が出され、これに対して所定の期間内に応答する必要があ

る。 

                                            
109 INPI、決議 34/2013、http://www.inpi.gov.br/images/docs/resolucao_34-2013.pdf 

(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日) 
110 INPI、決議 35/2013、http://www.inpi.gov.br/images/docs/resolucao_35-2013.pdf 

(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日) 
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第 155 条 

出願は，識別性を有する 1 の標識に係わるものでなければならず，また，INPI が定

めた条件に従い，次に掲げるものを含んでいなければならない。 

(I) 願書 

(II) 該当する場合は複製，及び 

(III) 出願手数料の納付証明書 

補項 願書及びその添付書類は，ポルトガル語で提出しなければならない。外国語に

よる書類があるときは，その自由翻訳文を，出願時又はその後の 60 日以内に提出し

なければならない。提出がないときは，その書類は考慮されない。 

 

第 156 条 

出願書類が提出されたときは，それについて予備的方式審査が行われる。不備がない

と認められたときは，出願書類に内容摘要が付され，その提出日が出願日であるとみ

なされる。 

 

第 157 条 

出願書類であって，第 155 条の規定に方式上合致していないが，出願人，標章及び

その類に関する十分な資料を含んでいるものは，日付入りの受領証と引き替えに，

INPI に引き渡すことができる。INPI は，出願人が満たすべき要件を 5 日以内に定

めるものとし，満たされないときは，出願はなかったとみなす。 

補項 前記の条件を満たしたときは，出願は，出願書類の提出日に行われたとみなさ

れる。 

 

１．７ 優先権 

 パリ条約上の優先権を主張してブラジルで商標登録出願を行う場合は、出願と同時

に優先権を主張する必要がある。優先権証明書は出願日から 4 か月以内に提出する必

要がある。 

 優先権を主張する上では、優先権主張の元となる基礎出願とブラジル国内出願の間

で、商標の同一性が厳格に要求される。 

 

第 127 条 

ブラジルと協定を締結している国において又は国際機関に対して行われた標章登録

出願は，それが国内出願の効果を生じるときは，協定に定められている期間内におい

て優先権が与えられるものとし，当該出願は，この期間内に生じた事態により無効と

されること又は不利な取扱いを受けることはないものとする。 

(1) 優先権の主張は出願するときに行わなければならず，また，60 日以内に，ブラ

ジルにおける出願日前の他の優先権をもって補充することができる。 
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(2) 優先権の主張は，原出願国が交付し，出願番号及び出願日を記載した適切な書類，

並びに出願又は登録の写しによって証明しなければならない。前記の写しには，自由

翻訳文を添付するものとし，その内容については，出願人が全面的に責任を負うもの

とする。 

(3) 出願時に証明をしなかった場合は，出願から 4 月以内に証明をしなければならな

い。それをしなかったときは，優先権は消滅するものとする。 

(4) 移転によって取得された優先権の場合は，移転に係わる書類を優先権書類自体と

共に提出しなければならない。 

 

１．８ 新規性喪失の例外規定(グレースピリオド) 

現行のブラジルの産業財産法に商標の新規性喪失の例外を規定する条文はない111。 

一方、ブラジルでは批准した国際条約に関連する国内の法律は、条約の全文がポル

トガル語に翻訳された上で、大統領令によって規定される。 

パリ条約については、1975 年に発効された大統領令(Decree) no. 75.572/75 におい

て、その内容を履行しており、パリ条約 11 条の仮保護の規定は有効である112。 

なお、現地事務所の知る範囲では、商標の仮保護に関連した判決はなかった。 

 

１．９ 出願公開制度 

商標の出願は方式審査の後、出願日が付与され、公告される。 

 

第 158 条 

出願が受理されたときには，その出願は公告されるものとし，その後の 60 日の期間

内に，異議申立をすることができる。 

(1) 異議申立があったときは，出願人に通知するものとし，出願人は 60 日の期間内

に意見書を提出することができる。 

(2) 第 124 条(XXIII)又は第 126 条を根拠とする異議申立，行政上の無効手続及び司

法上の無効手続は，その提起日から 60 日以内に，本法による登録出願が第 124 条

(XXIII)又は第 126 条に基づくものであることを証明しない限り，考慮されない。 

 

１．１０ 情報提供制度及び異議申立制度 

ブラジルでは商標の権利付与前の異議申立制度が認められている。何人であっても

公告日から起算して 60 日の間、異議申立を行うことができる。異議申立を行う場合、

申立人は申立の理由などを記した異議申立書を提出し、法定手数料を支払う必要があ

る。 

 

                                            
111 現地事務所への調査結果 
112 大統領令 75.572/75 号(ポルトガル語)、

http://www.bheringadvogados.com.br/port/leis/dec_75572_1975.pdf 

(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日) 
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第 158 条 

出願が受理されたときには，その出願は公告されるものとし，その後の 60 日の期間

内に，異議申立をすることができる。 

(1) 異議申立があったときは，出願人に通知するものとし，出願人は 60 日の期間内

に意見書を提出することができる。 

(2) 第 124 条(XXIII)又は第 126 条を根拠とする異議申立，行政上の無効手続及び司

法上の無効手続は，その提起日から 60 日以内に，本法による登録出願が第 124 条

(XXIII)又は第 126 条に基づくものであることを証明しない限り，考慮されない。 

 

１．１１ 審判制度 

（１）拒絶査定不服審判 

商標登録の出願が審査の結果、拒絶する決定が公報に掲載された場合に、出願人が

この結果を不服とするのであれば、公報の発行から 60 日以内に審判を請求すること

ができる。ただし、最終的却下を命じる決定や商標登録を承認する決定に対しては、

審判請求を行うことができない。すべての審判は INPI 長官が決定を下し、これが行

政上の最終決定となる。 

 

第 212 条 

別段の規定が明示されている場合を除き，本法に定めた決定に対しては審判請求をす

ることができ，その申立は 60 日以内にしなければならない。 

(1) 審判請求は，完全な停止及び移審の効果を以って受理されるものとし，第 1 審に

おける審理に関する全ての規定が準用される。 

(2) 特許出願又は登録出願の最終的却下を命じる決定，及び特許出願，追加証明書，

又は標章登録を承認する決定に対しては，審判請求をすることができない。 

(3) 審判請求については INPI 長官が決定するものとし，それによってその行政手続

は終了する。 

 

第 213 条 

利害関係人には，審判請求に対する意見書を 60 日の期間内に提出するよう求めるも

のとする。 

 

第 214 条 

INPI は，審判請求の手続において出された意見書を補足するための要求事項を定め

ることができ，それらが 60 日の期間内に満たされるよう求めるものとする。 

補項 前記の期間が満了したときは，審判請求についての決定が行われる。 
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第 215 条 

審判請求についての決定は，最終決定であり，これに対しては，行政の分野における

不服申立をすることはできない。 

 

（２）無効手続 

 商標の無効手続には、行政上の無効手続と司法上の無効手続の 2 通りが存在する。

行政上の無効手続は、登録の付与から 180 日以内に INPI に対して行い、司法上の無

効手続は、登録の付与から 5 年以内に連邦裁判所に対して行う。 

 

①通則 

第 165 条 

本法の規定に違反して付与された登録は，無効とする。 

補項 登録の無効は，全部又は一部とすることができる。一部無効とするための条件

は，残存部分が登録を受けることができるとみなされることである。 

 

第 166 条 

産業財産権の保護に関するパリ条約の締約国において登録された標章の所有者は，選

択的に，同条約第 6 条の 7(1)に規定される司法手続による登録の裁定を請求すること

ができる。 

 

第 167 条 

無効宣言は，出願日から効力を有するものとする。 

 

②行政上の無効手続 

利害関係人は、登録付与日から 180 日以内に無効審判を請求することができる。 

 

第 168 条 

登録が本法の規定に違反して付与されていたときは，行政手続によりその無効が宣言

される。 

 

第 169 条 

無効手続は，登録証交付日から 180 日の期間内に，職権により又は正当な利害関係を

有する者の請求に基づいて，開始することができる。 

 

第 170 条 

登録所有者に対しては，60 日の期間内に意見書を提出するよう正式に通知するもの

とする。 

  

79



I．ブラジル E．商標 

 

第 171 条 

前条に定めた期限が満了したときは，意見書が提出されていない場合であっても，

INPI 長官がその事件について決定するものとし，それによって行政上の管轄権は終

了する。 

 

第 172 条 

無効手続は，登録が消滅しても続行するものとする。 

 

③司法上の無効手続 

第 173 条 

司法上の無効手続は，INPI 又は正当な利害関係を有する者の何れもが提起すること

ができる。 

補項 裁判官は，司法上の無効手続の過程において，相応の手続要件が満たされてい

ることを条件として，標章登録の効力及び標章の使用を停止させる仮処分命令を出す

ことができる。 

 

第 174 条 

登録の無効を宣言するための司法手続は，登録日から 5 年を，その出訴期限とする。 

 

第 175 条 

登録についての司法的無効手続は，連邦裁判所に提起しなければならず，INPI は，

自らが原告でないときは，参加人としてその手続に参加するものとする。 

(1) 被告が登録所有者であるときは，被告には，答弁のために 60 日の期間が与えら

れる。 

(2) 司法上の無効手続に関する決定が確定したときは，INPI は，公告をして第三者に

その旨を告示する。 

 

１．１２ 早期審査制度 

 商標に関する早期審査制度はない113。 

  

                                            
113 現地事務所への調査結果 
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２ 出願・登録の手続 

２．１ 基礎情報 

（１）商標出願の流れ 

 商標の出願の流れを図に示す114。 

 

 

商標出願の流れ 

  

                                            
114 発明推進協会、世界の産業財産権制度および産業財産権侵害対策概要ミニガイド、「ブラジル連邦

共和国」（2008 年 2 月 1 日） 

https://www.iprsupport-jpo.go.jp/miniguide/pdf2/Brazil.html(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日) 
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（２）先行商標の調査 

INPI は無料の検索データベース pPI(Pesquisa em Propriedade Industrial)を公開

しており、会員登録すればサービスを利用することができる115。 

 

２．２ 出願に用いる言語 

 商標の出願に用いる言語はポルトガル語でなければならない(産業財産法第 155 条

補項)。また、外国語による書類があるときはその自由翻訳文を、出願時又はその後

の 60 日以内に提出しなければならない。 

 

第 155 条 

補項 願書及びその添付書類は，ポルトガル語で提出しなければならない。外国語に

よる書類があるときは，その自由翻訳文を，出願時又はその後の 60 日以内に提出し

なければならない。提出がないときは，その書類は考慮されない。 

 

２．３ 翻訳文の提出 

外国から出願された商標については、原出願国が交付した出願番号及び出願日を記

載した書類、並びに出願又は登録の写し、翻訳文を提出することが要件となっている。 

 

第 127 条 

(2) 優先権の主張は，原出願国が交付し，出願番号及び出願日を記載した適切な書類，

並びに出願又は登録の写しによって証明しなければならない。前記の写しには，自由

翻訳文を添付するものとし，その内容については，出願人が全面的に責任を負うもの

とする。 

 

  

                                            
115 INPI、https://gru.inpi.gov.br/pPI/ (最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日) 
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２．４ 出願・登録の手数料 

 商標の出願及び登録に要する費用は INPI ホームページに掲載されている116。 

 出願形式が e-Marcas を利用する電子形式と、紙形式の書類による出願で費用が異

なる。また、一定の条件を満たす出願人は割引が適用される。 

 

（１）商標の出願から登録までに掛かる費用 

 

費用(ブラジルレアル) 
電子形式 紙形式 

一般 割引 一般 割引 

出願 355 142 530 212 

 

（２）商標の権利の維持に掛かる費用 

 

費用(ブラジルレアル) 
電子形式 紙形式 

一般 割引 一般 割引 

登録 

(最初の 10 年間) 

通常 745 298 N/A N/A 

期限超過 1,115 446 N/A N/A 

登録更新 

(10 年間延長） 

通常 1,065 426 N/A N/A 

期限超過 1,610 644 N/A N/A 

  

なお、商標が登録された場合、手続は電子形式で行う必要があるため、紙形式の書類

による申請は受け付けられない。 

 

  

                                            
116 INPI、http://www.inpi.gov.br/images/docs/marcas_2.pdf(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日) 
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３ 審査業務 

３．１ 審査業務体制 

（１）商標部(DIRMA) 

商標部(DIRMA)の組織図を下に示す117。商標審査官は 68 名である118。ブラジルで

は特許と同じく商標の審査においても、審査期間が長く、滞貨が問題となっている。 

 

商標部の組織構成 

                                            
117 JETRO、「模倣対策マニュアル－ブラジル編」（2011 年 3 月） 
118 AIPPI-JAPAN 調査（2013 年） 
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（２）審査官の業務 

 商標審査官は以下の業務を行っている119。 

 

・分類 

・実体審査 

・異議申立の応答 

 

３．２ 審査の手順 

（１）審査順 

商標は出願順に審査が行われる。商標出願に対する早期審査は認められない。 

 

（２）審査の流れ 

商標は出願後、方式審査が行われ、方式要件を満たしていれば出願番号が付与され、

出願内容が公開され、異議申立を提出する機会が設けられる。異議申立は公開日から

60 日以内とされている。公開後、実体審査が行われ、登録要件を満たしていれば、

商標権が付与される。 

 

３．３ 実体審査の範囲 

 商標出願は実体審査では、以下の項目が審査される。 

 

・関連する商品又は役務の識別性(第 124 条) 

・先行商標との類似性(第 124 条) 

・商標を受けることができない標章(第 124 条) 

 

３．４ 分類付与 

 INPI では商品又は役務の区分にニース分類を利用している。商品又は役務の分類

は出願人が指定する。実体審査において、出願人の指定した分類が適当でないと判断

された場合、審査官は出願人に対して、分類の再指定を命じる。 

 

３．５ 審査結果の通知 

商標の審査結果は INPI により毎週発行される産業財産公報に掲載される。この公

報は INPI のホームページ上に掲載され、PDF 形式でダウンロードすることができる

120。一方で出願人又は代理人に対する直接の通知がないため、出願の経過を知るため

には、定期的に公報の内容を確認する必要がある。 

 

   

                                            
119 現地事務所への調査結果 
120 INPI、http://revistas.inpi.gov.br/rpi/ (最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日) 
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（１）登録の公告 

商標出願が登録(Deferimento)となった場合、公報には以下の情報が掲載される。

下に登録例を示す。 

 

・出願番号 

・出願人(Titular) 

・審査結果：出願の登録(Deferimento do pedido) 

・代理人(Procurador) 

・国際分類(Classe nacional) 

 

 
公報に掲載された商標出願の登録の例121 

 

（２）拒絶の公告 

商標出願が拒絶(Indeferimento)となった場合、公報には以下の情報が掲載される。

下に拒絶査定の例を示す。 

 

・出願番号 

・出願人(Titular) 

・審査結果：出願の拒絶(Indeferimento do pedido) 

・代理人の氏名(Procurador) 

・国際分類(Classe nacional) 

・決定の詳細(Detalhes do despacho) 

 

 

公報に掲載された商標出願の拒絶査定の例122 

                                            
121 INPI, Revista da Propriedade Industrial, Seção II, Nº 2300, 03 de fevereiro de 2015, p.1500 

http://revistas.inpi.gov.br/rpi/ (最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日) 
122 INPI, Revista da Propriedade Industrial, Seção II, Nº 2300, 03 de fevereiro de 2015, p.1346 

http://revistas.inpi.gov.br/rpi/ (最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日) 

86



I．ブラジル E．商標 

 

３．６ 拒絶理由通知に対する応答 

（１）応答の期限 

 INPI の産業財産公報に商標出願の拒絶結果が掲載された場合、これに対する応答

期限は公報掲載日から 60 日以内である。この応答期限の延長は認められないため、

公報に掲載される結果を常に監視する必要がある。 

 

（２）コンセント制度 

 商標の拒絶理由が先行商標に対する類似である場合、先行商標の権利者の同意があ

れば、類似する後願の商標を認めるコンセント(同意書)制度が一部の国・地域で採用

されている。 

ブラジルにおいては、商標規則に相当する INPI 商標マニュアル(Manual de 

Marcas do INPI)の「5.17 先行商標との共存(Convivência entre marcas)」に同意書

に関する記載があり、商標の審査において同意書は考慮の対象とはなるものの、審査

官が先行商標と混同する恐れがあると考えれば、同意書に拘束されず、拒絶すること

があるとしている123,124。 

 

（３）ディスクレーマー制度 

ディスクレーマー制度は、商標が識別力のない要素を含む場合に、この部分につい

ては権利を行使しない権利不要求(Disclaimer)の宣言を行う制度であり、一部の国・

地域で採用されている。 

ブラジルでは法文上の根拠はないものの、実務上採用されている制度である125。

INPI 審査官が出願商標に対して、必要に応じて権利不要求の宣言を行う。この場合、

権利不要求とする要素は、公報に掲載される。出願人はこの決定に不服がある場合、

審判を請求することができる。 

 

３．７ 審査の品質管理 

本調査では商標審査の品質管理に関しての、情報は確認されなかった。 

 

３．８ 審査官の育成 

本調査では商標審査官の育成に関しての、情報は確認されなかった。 

 

  

                                            
123 INPI, Manual de Marcas, http://manualdemarcas.inpi.gov.br/ 

(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日) 
124 野田薫央、「見ればわかる！外国商標出願入門(改訂版)」、発明推進協会(2014) 
125 外川奈美、「ブラジル商標制度」、発明協会(2011)P.66 
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４ 統計情報 

４．１ 出願・登録 

（１）年間統計データ(WIPO) 

 WIPO が集計している商標の出願件数と登録件数のうち、2009 年～2013 年の 5 年

間分を表に示す126。 

 

商標の出願件数と登録件数(2009 年～2013 年) 

 

出願件数 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 

全数 112,661 127,692 152,699 151,711 163,422 

(内 外国出願) 18,292 23,524 30,028 31,181 31,092 

(内 日本から) - 1,180 1,374 1,715 1,586 

 

登録件数 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 

全数 64,186 64,537 60,485 55,230 36,911 

(内 外国出願) 13,408 11,969 14,641 13,560 9,197 

(内 日本から) - 521 815 613 467 

 

 

（２）月間統計データ 

 INPIでは 2013 年の月間統計データを公開している127。この結果を表と図に示す。

統計では INPI の査定を登録、公告、更新の 3 つに分け集計されているが、査定件数

が月ごとに変動している様子が見られる。現地事務所によると、7 月に登録件数が著

しく減少した原因は商標の審査システムの入れ替えによる128。 

 

  

                                            
126 WIPO、http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/ (最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日) 
127 INPI、 http://www.inpi.gov.br/images/docs/inpi_estat_mensais_jan-dez-13_0.pdf 

(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日) 
128 現地事務所への調査結果 
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商標の査定件数(2013 年 1 月～12 月) 

 

  登録 公告 更新 査定 

1 月 5,210 9,125 496 14,831 

2 月 2,181 624 642 3,447 

3 月 7,541 9,053 701 17,295 

4 月 6,906 3,905 639 11,450 

5 月 5,143 2,916 409 8,468 

6 月 4,385 3,593 111 8,089 

7 月 28 5,084 2 5,114 

8 月 22 387 541 950 

9 月 90 193 488 771 

10 月 2,700 343 931 3,974 

11 月 50 345 1,061 1,456 

12 月 2,664 560 1,048 4,272 

合計 36,920 36,128 7,069 80,117 

平均 3,077 3,011 589 6,676 

 

 

商標の査定件数(2013 年 1 月～12 月) 
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（３）分類別出願件数 

INPI が商標出願を Produto(製品商標)、Serviço(サービスマーク)、Coletiva(団体

商標)、Certificação(証明商標)の 4つの区分に分類した統計が公開されている129。2007

年から 2012 年の商標出願のうち、製品商標が 357,904 件(45.79%)、サービスマーク

が 418,749 件(53.57%)、団体商標が 3,123 件(0.40%)、証明商標が 1,846 件(0.24%)

であった。 

 

 

分類別の商標出願件数 

 

  

                                            
129 INPI、http://www.inpi.gov.br/images/docs/dirma_estat_portal_ago_13_tabela_3.pdf 

(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日) 
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（４）商標出願における電子形式出願の割合 

 INPI では 2006 年からインターネットを経由した電子形式の出願、e-Marcas を導

入している。電子形式出願は 2006 年に 12%であったが、2012 年には 74%まで増加

し、商標出願の多くは電子形式に切り替わっている130。 

 

紙形式出願と電子形式出願の割合 

 

年 
紙形式出願 電子形式出願数 

合計 
出願数 割合 出願数 割合 

2000 108,231 100% - - 108,231 

2001 101,617 100% - - 101,617 

2002 94,315 100% - - 94,315 

2003 95,580 100% - - 95,580 

2004 94,040 100% - - 94,040 

2005 99,320 100% - - 99,320 

2006 84,402 88% 11,915 12% 96,317 

2007 59,028 55% 48,716 45% 107,744 

2008 58,713 47% 67,125 53% 125,838 

2009 38,945 34% 76,625 66% 115,570 

2010 38,617 30% 91,175 70% 129,792 

2011 41,646 27% 111,286 73% 152,932 

2012 38,942 26% 111,165 74% 150,107 

 

４．２ 審査期間 

ブラジルの商標の審査期間は長く、滞貨が問題となっている。大手法律事務所によ

ると、商標の出願から方式審査の実施までの平均期間は 1 か月であるものの、出願公

開後に異議申立がない場合でも、出願から最終処分までに約 3 年がかかり、異議申立

があった場合、さらに最低 2 年がかかる131。 

 

４．３ 審査通知・最終処分 

INPI は、公式ウェブサイト上で、商標の審査に関する統計情報を一部、公開して

いる132。前述の出願及び査定の月間データのほか、年間の査定件数などが公開されて

いる。 

  

                                            
130 INPI、統計情報、http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/estatisticas 

(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日) 
131 現地事務所への調査結果 
132 INPI、統計情報、http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/estatisticas 

(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日) 
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４．４ 審判請求 

商標出願の査定を不服として請求される審判に関しての統計は公開されていない
133。 

 

４．５ 訴訟 

（１）行政訴訟 

商標に関する INPI の決定に対する異議申立に関しては、多くがリオデジャネイロ

の連邦裁判所に提起される。リオデジャネイロ連邦裁判所の 2005 年から 2011 年 9

月までのデータベースによると、935 件の訴訟が提起されていた。 

 

（２）民事訴訟 

商標権侵害などを主張して民事訴訟が行われる。ブラジルの産業財産権関連訴訟の

統計は公開されていない。したがってここでは参考となるデータを示す。 

 

①大手法律事務所による統計 

ブラジルの大手法律事務所によると、同事務所は 2006～2011 年の 6 年間で 261 件

の商標関連の民事訴訟に弁護人として参加した134。 

 

ブラジルの大手法律事務所の扱った商標関連の民事訴訟件数(2006～2011 年) 

 

年 件数   原告 被告 

2006 44  内国 201 165 

2007 50  外国 60 96 

2008 45  合計 261 261 

2009 44  

2010 52  

2011 26  

合計 261  

 

②Darts-ip のデータベース 

2012 年から 2013 年の Darts-ip のデータベースによると、商標権の侵害訴訟にお

ける予備的差し止め命令に関する判決は 227 件であった135。 

 

  

                                            
133 現地事務所への調査結果 
134 特許庁、ブラジル特許制度セミナー、「ブラジルにおける特許訴訟及び実務」（2012 年） 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/pdf/brazil_seminar/sogaiyou_ja.pdf 

(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日) 
135 現地事務所への調査結果 
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